
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
提
出

質

問

第

二

八

号

国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎
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国
家
戦
略
会
議
の
発
足
に
伴
う
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日
の
閣
議
決
定
に
よ
り
、
「
税
財
政
の
骨
格
や
経
済
運
営
の
基
本
方
針
等
の
国
家
の
内
外
に
わ

た
る
重
要
な
政
策
を
統
括
す
る
司
令
塔
並
び
に
政
策
推
進
の
原
動
力
」
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
議
長
を
務
め
、
「
産
官
学

の
英
知
を
結
集
」
し
た
議
員
十
三
名
か
ら
な
る
国
家
戦
略
会
議
が
発
足
し
、
「
重
要
基
本
方
針
の
取
り
ま
と
め
」
と
「
新
時
代

の
中
長
期
的
な
国
家
ビ
ジ
ョ
ン
の
構
想
」
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
、
先
に
第
一
七
八
回
国
会
提
出
質
問

第
五
〇
号
に
よ
り
、
野
田
内
閣
の
方
針
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
平
成
二
十
三
年
十
月
七
日
付
け
答
弁
第
五
〇
号
で
は
、
経

済
財
政
諮
問
会
議
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
新
た
な
会
議
体
」
の
具
体
的
内
容
の
検
討
を
踏
ま
え
て
「
適
切
に
判
断
し
て
ま
い

り
た
い
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
「
新
た
な
会
議
体
」
が
国
家
戦
略
会
議
と
し
て
発
足
し
た
現
時
点
に
お
い

て
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
を
決
め
ず
に
放
置
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
の
は
、
「
法
律
に
基
づ
く
行
政
」
の
立
場
か

ら
は
適
当
で
は
な
く
、
国
家
戦
略
会
議
は
、
本
来
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
と
し
て
運
営
す
べ
き
も
の
と
の
立
場
か
ら
、
以
下
八

項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

改
め
て
、
国
家
戦
略
会
議
と
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
異
同
に
つ
い
て
の
野
田
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

二

国
家
戦
略
会
議
と
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
は
、
そ
の
所
掌
、
構
成
に
お
い
て
類
似
の
点
も
多
い
が
、
敢
え
て
閣
議
決
定
に

一



基
づ
く
「
新
た
な
会
議
体
」
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
理
由
を
伺
う
。

三

経
済
財
政
諮
問
会
議
は
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
総
合
科
学
技

術
会
議
と
と
も
に
規
定
さ
れ
た
法
定
の
組
織
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
現
在
も
有
効
で
あ
る
旨
、
野
田
内
閣
の
法
律
解
釈
を

確
認
す
る
。

四

「
法
律
に
基
づ
く
行
政
」
の
下
に
、
内
閣
は
現
行
の
法
体
系
を
当
然
に
遵
守
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
も
の
と
思
う
が
、

野
田
内
閣
の
法
律
解
釈
を
確
認
す
る
。

五

現
時
点
で
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
内
閣
と
し
て
何
ら
の
閣
議
決
定
も

し
て
い
な
い
状
態
は
、
直
ち
に
は
違
法
と
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
継
続
す
れ
ば
違
法
と
な
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
内
閣
法

制
局
の
見
解
を
伺
う
。

六

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日
の
閣
議
決
定
に
際
し
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
理
由

を
伺
う
。

七

先
に
野
田
内
閣
は
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
「
適
切
に
判
断
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
し
た
と
こ
ろ

だ
が
、
現
時
点
で
の
内
閣
の
考
え
方
及
び
今
後
の
対
処
方
針
を
伺
う
。

二



八

国
家
戦
略
会
議
を
経
済
財
政
諮
問
会
議
と
し
て
運
営
す
れ
ば
、
問
題
は
解
決
す
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
野
田
内
閣
の
見

解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

三


